
　１月１日現在、市内に固定資

産税の対象となる償却資産を所

有している方でまだ申告がお済

みでない方は至急、申告をお願

いします。

　軽自動車税は、４月１日現在の軽自動車など(軽自動車･原動機付自転車･小型特殊自動車および二輪の小型

自動車)をお持ちの方に課税されます。塩竈市市税条例の規定により、名義や住所などに変更があった場合は

15日以内、廃車した場合は30日以内の手続きが必要です。

　また、３月中旬以降は窓口が大変混雑することが予想されますので、早めの手続きをお願いします。

　平成28年７月15日からNEWしおナビ100円バス｢新ルート便｣として、３つのコース(北西部コース、南

西部コース、北東部コース)の試験運行を行ってきました。｢新ルート便｣試験運行の結果を踏まえ、新たにバ

ス停を３カ所増設し、平成29年４月３日㈪から本格的な運行を開始します。皆さんご利用ください。

ところ　税務課固定資産税係(④番窓口)/浦戸諸島

　　　　開発総合センター(浦戸居住者所有分)

持ち物　印鑑、身分証明書、委任状(資産の

　　　　名義人本人以外が窓口に来る場合) 問 税務課固定資産税係☎355-5934

問 税務課市民税係☎355-5896

問 政策課企画係☎355-5631

◆償却資産（固定資産税）の申告

　はお済みですか？

◆固定資産税・都市計画税に関する縦覧、路線

　価の公開および各種証明書の発行について

◆固定資産税・都市計画税の

　納税通知書は５月初めに発

　送します

税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

４月３日より試験運行から本格的な運行に移行します！４月３日より試験運行から本格的な運行に移行します！
― NEWしおナビ100円バス｢新ルート便｣ ―― NEWしおナビ100円バス｢新ルート便｣ ―

第１期

第２期

第３期

第４期

平成29年 5月31日

平成29年 7月31日

平成29年10月 2日

平成29年12月25日

固定資産税に関する縦覧

路線価の公開

平成29年度資産証明書の発行

４月３日～５月31日 (平日)

４月３日～

４月３日～

納期限

軽自動車税

口窓のき続手種　　車

●原動機付自転車(125cc以下)

●ミニカー　●小型特殊自動車

○塩竈市役所税務課市民税係(③番窓口)（塩竈市旭町１番１号）

　☎355-5896

●軽二輪(125cc超～250cc)

●軽三輪　　●軽四輪

○宮城県軽自動車協会（仙台市宮城野区中野４丁目１番地の38）　

　☎050-3816-1830

●二輪の小型自動車(250cc超) ○東北運輸局宮城陸運支局（仙台市宮城野区扇町３-３-15）

　登録関係 ☎050-5540-2011、検査関係 ☎235-2517 

運 行 日　平日(土曜、日曜、休日（※）および１月２日、３日を除く)

　　　　　　　 (※)国民の祝日に関する法律に規定する休日

運行便数　午前２便(８:00発、10:00発)

　　　　　午後２便(13:00発、15:00発）

運　　賃　100円（小学生以下50円）

運行車両　マイクロバス(平成29年５月から新車両導入予定）

新規停留所　①市営清水沢東住宅集会所前（北西部コース）

　　　　　②市営北浜住宅（北東部コース）

　　　　　③杉の入三丁目（北東部コース）

※新規停留所設置のため、４月３日から時刻表が一部改正されます。

　詳しくは広報折り込みの時刻表をご覧ください。

■運行概要について 　昨年７月から試験運行として運行

していた３つのコース（北西部コース、

南西部コース、北東部コース）は今後

も継続し、新たにバス停が3カ所増設

されます。

固定資産税･都市計画税
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